
   太田市八王子山公園墓地利用の条件を定める要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、太田市八王子山公園墓地条例（平成１７年３月２８日条例第１８７

号。以下「条例」という。）に規定する八王子山公園墓地利用の条件に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （利用の条件） 

第２条 条例に規定する利用の条件は、条例第３条の規定のほか、次のとおりとする。 

 （１）許可を受けようとするもの者（以下「申請者」とする。）が、尊属若しくは卑属の

焼骨を有すること。 

 （２）申請者の同一世帯内に、太田市八王子山公園墓地の使用許可を受けている者がい

ないこと。 

 （３）申請者が市税等を滞納していないこと。 

 （添付書類） 

第３条 申請者は前条の条件を満たしていることを証明するために、利用許可の申請の際

に、条例に定める八王子山公園墓地利用許可申請書に次に掲げる添付書類を添えて、市長

に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が提出の必要がないと認めた場

合はこの限りではない。 

 （１）申請者の世帯全員の住民票 

 （２）申請者と死亡者の続柄を確認できる戸籍謄本 

 （３）死亡者の死体火葬許可証、改葬許可証またはそれに準ずるものの写し 

 （４）市税等完納宣誓書及び納入状況確認同意書（様式第１号） 

 （５）その他市長が必要と認めるもの 

（申立て） 

第４条 第２条の利用の条件を満たさず、利用許可の申請を希望する者は様式第２号を用

いて、申立てをすることができる。 

 （その他） 

第５条 この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。 

 附則 

この要綱は、平成２６年３月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、令和７年９月１日から施行する。 


